
令和元年10月介護報酬改定による支給限度基準額の変更に伴う受給者異動連絡票情報の設定方法について

１．概要
　　　令和元年10月の支給限度基準額の見直しに伴い、保険者は必要に応じて受給者台帳の訪問通所サービス・支給限度基準額
　　（以下「支給限度基準額」という。）を新たな支給限度基準額に変更する必要がある。
　　　そのため、全ての保険者において、令和元年10月1日時点で要介護認定、要支援認定が有効な受給者又は総合事業対象者（以下
　　「確認対象受給者等」という。）について、受給者台帳を確認し、必要に応じて、令和元年10月改定後の支給限度基準額に変更
　　した上で、新しい支給限度基準額を設定した旨の受給者異動連絡票情報を作成し、国保連合会へ提出する必要がある。

２．受給者台帳の送付スケジュール
　　　全ての保険者において、確認対象受給者等について、新しい支給限度基準額を設定した受給者異動連絡票情報を作成し、
　　国保連合会と連携の上、運用に影響がないように日程調整を行い、調整した日までに国保連合会に提出する。
　　　※市町村固有台帳（支給限度基準額／サービス種類別支給限度基準額）の整備が完了してから新しい支給限度基準額を設定した
　　　　受給者異動連絡票情報を国保連合会に提出する。

３．市町村固有台帳について
　　　（１）国が定めた支給限度基準額／サービス種類別支給限度基準額を設定する保険者
　　　　　　国保連合会は、市町村固有台帳の情報を国が定めた令和元年10月改定後の支給限度基準額に更新し、保険者に送付する。
　　　　　　上記を踏まえ、保険者は市町村固有異動連絡票情報に国が定めた令和元年10月改定後の支給限度基準額が設定されている
　　　　　　ことを確認し、市町村固有異動連絡票を国保連合会に提出する。

　　　（２）国が定めた支給限度基準額／サービス種類別支給限度基準額に上乗せをする保険者

　　　　　　（１）以外の保険者は、国が定めた令和元年10月改定後の支給限度基準額に上乗せした支給限度基準額を国保連合会に

　　　　　　通知し、当該支給限度基準額を反映した市町村固有異動連絡票情報を国保連合会に提出する。

４．令和元年10月、11月に提出する受給者異動連絡票情報の設定方法
　　　受給者異動連絡票情報は、以下のとおり作成する。
　　　（詳細については、本資料の「令和元年10月介護報酬改定受給者異動連絡票作成パターン」を参照。）
　　　（１）2019年9月30日までに、認定更新などによる受給者等の異動が生じる場合【通常運用と同様】

　変更後の受給者台帳を整備し、受給者異動連絡票情報（2019年9月異動分）を提出する。
　その際、「異動年月日」は異動が生じた年月日（2019年9月30日以前）を設定し、「処理対象年月」は2019年10月を設定する。
　※「処理対象年月：2019年10月」に間に合わない場合は、「処理対象年月：2019年11月」として提出することも可能。

　　　（２）確認対象受給者等の場合【通常運用とは異なる】
　変更後の受給者台帳を整備し、受給者異動連絡票情報（2019年10月異動分）を提出する。
　その際、「異動年月日」は2019年10月1日を設定し、「処理対象年月」は2019年11月を設定する。

　　　（３）2019年10月1日以降に、認定更新などによる受給者等の異動が生じる場合【通常運用と異なる】
　変更後の受給者台帳を整備し、受給者異動連絡票情報（2019年10月異動分）を提出する。

　　　　　　　その際、「異動年月日」は2019年10月2日以降を設定（10月1日に異動が生じた場合を含む。）し、「処理対象年月」は
　　　　　　　2019年11月を設定する。
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令和元年10月介護報酬改定受給者異動連絡票作成パターン

パターン
№

1

2 令和元年10月改定後の区分支給限度基準額を設定した異動連絡票を提出した後、2019年10月異動分の異動連絡票を提出

令和元年10月改定後の区分支給限度基準額を設定した異動連絡票を提出

説明

Ⅲ－資料７
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受給者異動連絡票情報を送付する際の各項目設定内容について以下にパターン例を挙げる。

パターン１  令和元年10月改定後の区分支給限度基準額を設定した異動連絡票を提出
●設定内容例

例１）2019年10月1日時点で認定が有効な被保険者において、以下例のとおり異動連絡票を提出する。

【国保連合会】受給者台帳（登録済情報）

【保険者】受給者異動連絡票情報（入力情報）

【国保連合会】受給者台帳（受給者異動連絡票登録後）

申請種別 要介護区分
認定

有効開始
認定

有効終了

異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失

令和元年10月介護報酬改定受給者異動連絡票作成パターン

異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失

2019.05.01 1:新規 01:資格取得

限度額

訪問通所サービス

限度額 限度開始 限度終了

2019.10.31

申請種別
限度終了

要介護区分異動年月日
限度開始

2019.05.01 2019.10.31 16692 2019.05.012019.05.01 00000000 1:新規 21:要介護１

認定
有効開始

認定
有効終了

訪問通所サービス

167652019.10.01 2:変更 99:その他

異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失
限度終了

申請種別 要介護区分
認定

有効開始
認定

有効終了

訪問通所サービス

1:新規 21:要介護１ 2019.05.01 2019.10.31

限度額 限度開始

21:要介護１ 2019.05.01

16692 2019.05.01 2019.10.312019.05.01 1:新規 01:資格取得 2019.05.01 00000000

2019.10.31 16765 2019.05.01 2019.10.312019.10.01 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000 1:新規

正常

異動連絡票にて未設定とした項目については、前履歴の値を充当し設定される

市町村固有台帳の要介護区分に対応した支給限度基準額
を設定する

令和元年10月改定後の支給限度基準額を設定した受給者異動連絡票において、月途中の異動年月日を登録すると、請求審査処理に影響が出る可能性があるため、必ず「2019年10月1日」と
すること。
また、2019年10月1日時点で認定が有効でない被保険者（認定有効終了日が「2019年9月30日」以前）に対しては令和元年10月改定後の支給限度基準額を設定した受給者異動情報を提出す
る必要はない。ただし、同じ被保険者に対して2019年10月1日以降に異動が発生した際は令和元年10月改定後の支給限度基準額を設定した受給者異動連絡票の提出が必要である。

令和元年10月改定後の支給限度基準額を設定した受給
者異動連絡票の異動年月日は、令和元年10月改定が施
行される「2019年10月1日」とすること
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例２）2019年10月以降に認定有効となった被保険者において、以下例のとおり異動連絡票を提出する。

【国保連合会】受給者台帳（登録済情報）

【保険者】受給者異動連絡票情報（入力情報）

【国保連合会】受給者台帳（受給者異動連絡票登録後）

21:要介護１ 2019.10.01 2020.09.30 16765 2019.10.01 2020.09.302019.10.01 1:新規 01:資格取得 2019.10.01 00000000 1:新規

要介護区分
認定

有効開始
認定

有効終了

訪問通所サービス

限度額 限度開始 限度終了
異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失 申請種別

21:要介護１ 2019.10.01 2020.09.30 16765 2019.10.01 2020.09.30

訪問通所サービス

限度額 限度開始 限度終了

2019.10.01 1:新規 01:資格取得 2019.10.01 1:新規

異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失

登録なし

申請種別 要介護区分
認定

有効開始
認定

有効終了

認定
有効開始

認定
有効終了

訪問通所サービス

限度額 限度開始 限度終了
異動事由 資格取得 資格喪失異動年月日 異動区分 申請種別 要介護区分

正常

市町村固有台帳の要介護区分に対応した支給限度基準額
を設定する

令和元年10月改定後の支給限度基準額を設定した受給
者異動連絡票の異動年月日は、令和元年10月改定が施
行される「2019年10月1日」とすること
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例３）2019年10月1日時点で認定が有効であるが、要介護区分が非該当である被保険者において、以下例のとおり異動連絡票を提出する。

【国保連合会】受給者台帳（登録済情報）

【保険者】受給者異動連絡票情報（入力情報）

【国保連合会】受給者台帳（受給者異動連絡票登録後）

異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失 申請種別 要介護区分
認定

有効開始
認定

有効終了

訪問通所サービス

限度額 限度開始 限度終了

2019.05.01 1:新規 01:資格取得 2019.05.01 00000000 1:新規 21:要介護１ 2019.05.01 2019.10.31 16692 2019.05.01 2019.10.31

異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失 申請種別 要介護区分
認定

有効開始
認定

有効終了

訪問通所サービス

限度額 限度開始 限度終了

2019.10.01 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000 1:新規 21:要介護１ 2019.05.01 2019.10.31 16765 2019.05.01 2019.10.31

異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失 申請種別 要介護区分
認定

有効開始
認定

有効終了

訪問通所サービス

限度額 限度開始 限度終了

2019.05.01 1:新規 01:資格取得 2019.05.01 00000000 1:新規 21:要介護１ 2019.05.01 2019.10.31 16692 2019.05.01 2019.10.31

2019.08.01 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000 1:新規 01:非該当 2019.05.01 2019.10.31 16692 2019.05.01 2019.10.31

2019.08.01 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000 1:新規 01:非該当 2019.05.01 2019.10.31 16692 2019.05.01 2019.10.31

2019.10.02 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000 1:新規 01:非該当 2019.05.01 2019.10.31 16765 2019.05.01 2019.10.31

2019.10.01 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000 1:新規 21:要介護１ 2019.05.01 2019.10.31 16765 2019.05.01 2019.10.31

2019.10.02 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000 1:新規 01:非該当 2019.05.01 2019.10.31 16765 2019.05.01 2019.10.31

市町村固有台帳の要介護区分に対応した支給限度基準額を
設定する
その他の項目は受給者台帳（登録済）の設定値を設定する

令和元年10月改定後の支給限度基準額を設定した受給
者異動連絡票の異動年月日は、令和元年10月改定が施
行される「2019年10月1日」とすること

本来は10月1日の異動年月日で登録する情報であるが、同
日の異動年月日を登録することができないため、非該当とし
て登録する受給者異動連絡票の異動年月日は、「2019年10
月2日」とすること

正常
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パターン２ 令和元年10月改定後の区分支給限度基準額を設定した異動連絡票を提出した後、2019年10月異動分の異動連絡票を提出
●設定内容例

令和元年10月改定後の区分支給限度基準額を設定した異動連絡票を提出した後、2019年10月異動分の異動連絡票を提出する場合、以下例のとおり提出する。

【国保連合会】受給者台帳（登録済情報）

【保険者】受給者異動連絡票情報（入力情報）

【国保連合会】受給者台帳（受給者異動連絡票登録後）

2019.05.01

2019.10.01 2022.09.30

2019.10.01 2022.09.30

認定
有効開始

認定
有効終了

限度開始 限度終了
認定

有効開始
認定

有効終了

訪問通所サービス

異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失

1:新規 01:資格取得 2019.05.01 00000000

限度額
申請種別 要介護区分

2019.10.311:新規 21:要介護１ 2019.05.01 2019.10.31 16692 2019.05.01

異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失 申請種別
限度額 限度開始 限度終了

要介護区分
認定

有効開始
認定

有効終了

訪問通所サービス

19705 2019.10.01 2022.09.302019.10.02 2:変更 99:その他

異動年月日 異動区分 異動事由 資格取得 資格喪失

22:要介護２3:変更

申請種別 要介護区分

訪問通所サービス

限度額 限度開始 限度終了

2019.05.01 2019.10.31 16692 2019.05.01 2019.10.312019.05.01 1:新規 01:資格取得 2019.05.01 00000000

2019.10.01 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000

21:要介護１1:新規

2019.10.311:新規 21:要介護１ 2019.05.01 2019.10.31 16765 2019.05.01

2019.10.01 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000 1:新規 21:要介護１ 2019.05.01 2019.10.31 16765 2019.05.01 2019.10.31

19705 2019.10.01 2022.09.302019.10.02 2:変更 99:その他 2019.05.01 00000000 3:変更 22:要介護２

市町村固有台帳の要介護区分に対応した認定有効期間が更新された場合は、対応した上限管理適
用期間開始日・同終了日を設定する必要がある

市町村固有台帳の要介護区分に対応した支給限
度基準額を設定する

正常

異動連絡票にて未設定とした項目については、前履歴の値を充当し設定される
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